
12月市民相談・県民相談 ※ 　は予約制です。

市
民
相
談

弁護士
法律相談

4日㈭、9日㈫、11日㈭、16日㈫、25日㈭
9時30分～15時30分　市民相談室（本庁舎2階）
秘書広報課☎7185－1714（予約は1日㈪8時30分～）

人権相談
（ 優先）

5日㈮10時～15時　相談室（西別館2階）
社会福祉課・内線476

税務相談 19日㈮10時～15時
収税課☎7185－1349（予約は15日㈪8時30分～）

行政相談 24日㈬10時～12時　市民相談室（本庁舎2階）
秘書広報課☎7185－1714

行政書士
相談

17日㈬13時～16時　市民相談室（本庁舎2階）〈相続・遺言・
成年後見など〉行政書士会・木川☎7183－2132

司法書士法律
相談

19日㈮10時～15時　市民相談室（本庁舎2階）
千葉司法書士会柏支部☎7166－2015（平日13時～16時。
予約は18日㈭）

不動産相談 12日㈮、平成27年1月9日㈮市民相談室（本庁舎2階）建築住
宅課・内線601、602（先着8組。2日前までに電話で予約）

住宅相談 12日㈮、平成27年1月9日㈮B会議室　建築住宅課・内線
601、602（先着4組。2日前までに電話で予約）

消費生活相談 月～金曜日、第2・4土曜日（祝日を除く）
10時～17時30分　消費生活センター☎7185－0999

生活相談 土・日曜、祝日を除く平日　8時30分～17時　西別館2階
社会福祉課・内線393

高齢者
なんでも相談

5日㈮10時～11時15分　つつじ荘☎7188－0123
12日㈮10時～11時15分　西部福祉センター☎7185－5818

健康相談 土・日曜、祝日を除く平日　8時30分～17時　
保健センター　健康づくり支援課☎7185－1126

交通事故巡回相談 8日㈪10時～15時（先着4組。予約は1日㈪8時30分～）
市民安全課・内線486

子ども総合相談 土・日曜、祝日を除く平日　8時30分～17時　
西別館1階　子ども相談課☎7185－1821

結婚相談
（ 優先） 7日㈰、21日㈰9時～14時　社会福祉協議会☎7184－1539

母子・婦人相談
（ひとり親）

土・日曜、祝日を除く平日　8時30分～17時　
西別館2階　子ども支援課・内線849

DV相談 土・日曜、祝日を除く平日　8時30分～17時　
社会福祉課・内線394

心の相談 22日㈪午後　西別館　障害福祉支援課・内線421

もの忘れ相談 9日㈫13時30分～16時30分　相談室（西別館3階）
高齢者支援課☎7185－1112

地域職業相談
土・日曜、祝日を除く平日　8時30分～17時（12時～13時
は求人閲覧のみ）サンビーンズビル6階（我孫子駅南口）
我孫子市地域職業相談室☎7165－2786

県
民
相
談

介護と
こころの相談

水曜日10時～16時、火曜日・土曜日13時～16時
県福祉ふれあいプラザ（けやきプラザ6階）☎7165－2886

住宅改修相談 木・金曜日10時～16時
県福祉ふれあいプラザ（けやきプラザ6階）☎7165－2886

福祉用具相談 土曜日10時～16時
県福祉ふれあいプラザ（けやきプラザ6階）☎7165－2886

児童相談
来所 月～金曜日9時～17時　柏児童相談所☎7131－7175
電話 月～金曜日9時30分～16時　柏児童相談所☎7134－4152
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　 高野山ふれあい市民農園・
日秀新田市民農園の新規利用者

　市では、2つの市民農園を運営しています。自分で工夫を凝らして栽培をした
野菜の味は、また格別です。手軽に農業を実践する場として、市民農園をご利用
ください。 
募集区画　高野山ふれあい市民農園(A～O区画)、日秀新田市民農園の各空き区
画　※応募者多数の場合は抽選となります。 
利用期間　平成27年4月1日～平成28年3月20日
対象　市内在住の方
区画面積　30㎡（5m×6m）
使用料（年額）　高野山ふれあい市民農園…1万8000円、日秀新田市民農園…
9000円
・ 　ハガキに利用希望農園名、住所、氏

ふり が な

名、電話番号を明記し、1月23日㈮消
印有効で〒270－1192市役所農政課(住所省略可)・内線510

任期　平成27年2月1日～平成29年1月31日
内容　地域の環境美化や資源の有効利用のための、自主的奉仕活動や各種啓発事
業への参加など
定員　40人（応募者多数の場合は選考）
・ 　郵送または持参。任意様式に「環境美化推進員」、住所、氏名、生年月日、
職業、電話番号、環境美化に関する意見を明記し、12月19日㈮必着で〒270－
1121中峠2264クリーンセンター☎7187－0015

　我孫子市地球温暖化防止推
進協議会「エコライフあびこ」
主催により実施された「緑のカ
ーテンコンテスト」には、一般
市民・企業・団体あわせて181
の応募がありました。10月23
日に開催された表彰式では、
最優秀賞に市長から賞状が、
エコライフあびこからは副賞のエコバッグが手渡されました。
【一般市民部門】
最優秀賞…野口ふじ子さん
優秀賞…荒木沙織さん、岩脇正三さん、小池幹雄さん、小酒井タキ
さん、島崎幸次さん、菅谷光高さん、鈴木由夫さん、高須正之さん、
日暮香代子さん、深山文雄さん
【企業・団体部門】
最優秀賞…くおん苑通所介護事業所
優秀賞…㈱宮内建材
　「エコライフあびこ」・深山☎7181－5036

緑のカーテンコンテストの
審査結果 　既に認定証をお持ちの方には、新しい区分の認定証を12月下旬ごろ順次発送します。

なお、70歳以上の方の自己負担限度額に変更はありません。 　国保年金課・内線325

　　　　　　我孫子市国民健康保険加入者の方へ
70歳未満の方の高額療養費の自己負担限度額が変更になります

平成27年1月から

あなたの手で
美しい我孫子に環境美化推進員（ボランティア）

楽

▼平成26年12月まで
区分 所得要件 自己負担限度額（月額）

A 上位所得者 基礎控除後の所得金額
600万円超

15万円（多数回該当8万3400円）
◎医療費の総額が50万円を超えた場合
15万円+（医療費の総額－50万円）×1%

B 一般 基礎控除後の所得金額
600万円以下

8万100円（多数回該当4万4400円）
◎医療費の総額が26万7000円を超えた場合
8万100円+（医療費の総額－26万7000円）×1%

C 住民税非課税 住民税非課税 3万5400円 （多数回該当2万4600円）

▼平成27年1月から
区分 所得要件 自己負担限度額（月額）

ア 基礎控除後の所得金額
901万円超

25万2600円（多数回該当14万100円）
◎医療費の総額が84万2000円を超えた場合
25万2600円+（医療費の総額－84万2000円）×1%

イ 基礎控除後の所得金額
600万円超901万円以下

16万7400円 （多数回該当9万3000円）
◎医療費の総額が55万8000円を超えた場合
16万7400円+（医療費の総額－55万8000円）×1%

ウ 基礎控除後の所得金額
210万円超600万円以下

8万100円（多数回該当4万4400円）
◎医療費の総額が26万7000円を超えた場合
8万100円+（医療費の総額－26万7000円）×1%

エ 基礎控除後の所得金額
210万円以下 5万7600円 （多数回該当4万4400円）

オ 住民税非課税 3万5400円 （多数回該当2万4600円）
※基礎控除後の所得金額とは、総所得金額から基礎控除33万円を差し引いた額のことです。
※多数回該当とは、過去12か月間で、同じ世帯での高額療養費の支給が4回以上あった場合の
４回目以降の限度額のことです。
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市役所の代表電話番号☎ 7185 － 1111　　市ホームページアドレス http://www.city.abiko.chiba.jp/
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